
 
 
 
熊本地震での甚大な被害は、ニューズを聞くたびに、心が痛みます。地震をはじめ、様々

な災害に対応するため、これまでにいろいろな形で様々な文書を出してきました。 
今号では、「練馬区における自然災害の対応について」をはじめ、皆さまにお知らせ・お願

い等をまとめて掲載いたしました。 
本校では、生徒の身の安全を守り、安心して中学校生活を送れるように万全の対策を講じ

ます。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

 
★練馬区学校連絡メール（すぐメール）の登録 

…まだの方は至急登録を。 

 

 

 
★練馬区における自然災害時の対応について 
練馬区教育委員会では、自然災害が発生したときの対応として、以下のことを定めています。 

１ 地震発生時の保護者引き渡しの原則 
□学校を含む地域の震度「震度５以上」 
・保護者が引き取りに来るまで、生徒を学校に待機させる。 
・時間がかかっても、保護者が引き取りに来るまでは、生徒を学校で保護しておく。 

□学校を含む地域の震度「震度４以下」 
・原則として、引き渡しは行わず、下校させる。 
・交通機関に混乱が生じ、保護者が帰宅困難になることが予想される場合、事前に保護者から
の届けがある生徒については、学校で待機させ、保護者の引き取りを待つ。 

□生徒が家庭で生活している際に、震度５弱以上の地震が発生した場合 
避難拠点要員が電話の使用や施設の被害状況を確認し、避難拠点を開設する。授業の開始時

期については、学校や地域の様々な状況を踏まえ、決定する。 
２ 気象警報発表時における臨時休業等の対応について 
□臨時休業となる場合 
・当日午前７時の時点で、気象庁から「練馬区」について、「特別警報（大雨・強風・大雪・
暴風雪等）」または、「暴風警報」「暴風雪警報」が発表されている場合は、臨時休業となる。 

・河川の洪水や浸水害が心配される地域は、「大雨警報」や「洪水警報」の発表により、各学
校の判断で、臨時休業することができる。その際、保護者に学校の対応を事前に通知する。 

★練馬区では「震度５弱以上」で、区立小・中学校が、「避難拠点」 
を開設します 

（１）震度５弱以上で、すべての教育活動が中止され、避難拠点が開設されます。 
・夜間や休日の場合は、練馬区避難拠点要員が、避難拠点を開設します。 

・   ・平日で授業を行っている場合は、教職員が避難拠点を開設し、その後、区避難拠点要員と協
力して避難拠点を運営していきます。 

・「避難拠点」とは、「避難所」と「防災拠点」をあわせた言葉です。 
（２）石神井東中学校では、備蓄倉庫に、避難備品や消耗品など、７００人分が準備されています。 
（３）石神井東中学校は、医療拠点を担っています。 

 

保護者の皆さまへのお知らせとお願い 

★生徒の写真について 

（１）学校のホームページ、学校便り、研究紀要等の中で、教育活動（主として行事）の様子を

伝える写真を掲載します。 

（２）掲載に際しては、本人が特定しにくいよう配慮いたしますが、もしお子様の写真を載せな

いよう希望するご家庭がありましたら、お手紙等で担任を通してご連絡ください。 



 
 

 
 

文部科学省は、「児童生徒の安全確保に関わる対応等について」を定め、都教委、区教委を通じ

て、以下のような具体的な対応を求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠席が連続した場合は、学校より連絡させていただくことがあります。ご理解の上よろしくお願
いします。 

①  学校を休む場合は、生徒手帳の連絡欄に、保護者が理由を記入、押印して、友人や兄弟姉妹を
通じて学級担任に届けてください。 

② 生徒手帳の連絡ができない場合は、午前８時～午前８時１５分までの間に、保護者が学校に
電話をしてください。             （学校電話：０３－３９９６－２１５７） 

★生命または身体に重大な被害がおよぶおそれのある児童生徒の安全確保に係わる対応につい

て 

（１）欠席連絡の有無を問わず、3日間連続で欠席した児童生徒には、学級担任等が家庭へ連絡

を取り、本人確認を行う。 

（２）正当な理由なく休業日を除き引き続き 7 日間欠席した児童生徒には、家庭に連絡や訪問

をして、本人確認を行う。 

（３）児童生徒の行方不明や家出が発生したり、トラブルに巻き込まれるおそれのある児童生

徒の情報を学校が把握した際には、速やかに区教育委員会に連絡する。 

 

（１）最終下校時刻は午後６時３０分です。 

（２）学校行事、生徒会活動、学級活動（清掃活動などを含む）がある場合は、部活動よりもそ

れらを優先させて取り組む。 

（３）活動のルールを守り、顧問の指示に従うこと。 

（４）定期考査１週間前は、原則として活動を停止とする。 

部活動の決まり(抜粋) 

連続した生徒欠席の場合の対応について 


